
 

 

蛍光灯製造に関するマスコミ報道に対するご説明 

 
 

2020年に白熱灯(白熱電球）、蛍光灯(蛍光ランプ)製造が禁止されることはありません。 

 

 

最近、新聞、テレビ等で白熱電球や蛍光ランプが 2020 年をめどに実質製造禁止と

なるという報道がなされ、各方面からのお問い合わせが殺到しておりますので、当工

業会が経済産業省に確認した内容をご説明致します。 

 

エネルギー消費効率の高い製品の普及促進をめざし、製造事業者等に機器等のエネ

ルギー消費効率の向上努力を求めているトップランナー制度に関して、照明製品を一

本化した新たなトップランナー制度の導入検討がこれから開始されますが、これは

2020 年に白熱灯(白熱電球）、蛍光灯(蛍光ランプ)の製造を禁止するものではないとの

ご回答をいただきました。 

 

トップランナー制度につきましては、まだ政府と製造事業者間の議論も始まってお

らず、現時点で具体的な内容は一切決まっておりません。今後政府関係省庁とも連携、

協議し、お客様にご迷惑のかからないように推進して参りますので、ご理解の程よろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

                              2015 年 12 月 2 日 

                         一般社団法人日本照明工業会 

                             会長 揖斐 洋一 

 

 

 

参考：経済産業省 60秒解説(2015 年 12 月 8 日公開)   

http://www.meti.go.jp/main/60sec/2015/20151208001.html 

 

 

 


